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情 報 ひ ろ ば
I n f o r m a t i o n

情 報 ひ ろ ば
I n f o r m a t i o n

※
申
込
み
が
多
数
の
場
合
、
緊
急
度
が
高
い

も
の
よ
り
補
助
を
行
い
ま
す
。
募
６
月
１

日
（
水
）
～
15
日
（
水
）（
消
印
有
効
）
ま

で
に
申
込
書
を
郵
送
、
持
参
の
い
ず
れ
か
で

問
い
合
わ
せ
先
ま
で
。
申
込
書
は
建
築
指
導

課
窓
口
で
配
布
す
る
ほ
か
、
本
市
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

各
総
合
支
所
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
な
ら
び
に
電

子
メ
ー
ル
な
ど
で
の
受
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
石
綿
改
修
の
助
成
、
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り

支
援
の
助
成
、
が
け
地
近
接
危
険
住
宅
移
転

の
助
成
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
内
住
宅

建
替
の
助
成
に
つ
い
て
は
６
月
号
に
掲
載
予

定コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
支
援
事
業

対
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
お
よ
び
強

化
を
目
的
と
し
て
町
内
会
が
実
施
す
る
、
運

動
会
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
、
伝
統
行
事
な

ど
の
文
化
的
活
動
、
町
内
会
が
所
有
す
る
設

備
の
整
備
事
業
な
ど　

額
補
助
対
象
経
費

の
４
分
の
３
（
上
限
３
万
円
）　

募
５
月
31

日
（
火
）
ま
で　

※
詳
し
く
は
、
各
町
内
会

宛
に
お
届
け
し
て
い
る
資
料
ま
た
は
本
市
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
本
庁
舎
協
働
推
進
課

 

０
８
５
７-

20-

３
１
７
１

 
０
８
５
７-

21-

１
５
９
４

各
総
合
支
所
地
域
振
興
課
（

 

２
ペ
ー
ジ
）

「
し
ゃ
ん
し
ゃ
ん
傘
踊
り
」
鳥
取
市

観
光
協
会
連
会
員

容
▽
参
加
行
事
：
鳥
取
し
ゃ
ん
し
ゃ
ん
祭

（
８
月
）、
県
外
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、
そ
の

他
参
加
依
頼
の
あ
る
行
事　

対
18
歳
以
上

で
、し
ゃ
ん
し
ゃ
ん
傘
踊
り
に
興
味
が
あ
り
、

観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ど
県
外
派
遣
に
参
加

で
き
る
人
で
、
傘
踊
り
の
伝
承
に
熱
意
を
持

っ
て
い
る
人　

員
50
人
程
度　

募
５
月
31

日
（
火
）
必
着
で
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、

電
話
番
号
（
連
絡
の
と
れ
る
も
の
）
を
明
記

の
う
え
、
郵
送
、
持
参
ま
た
は
フ
ァ
ク
シ
ミ

リ
の
い
ず
れ
か
で
問
い
合
わ
せ
先
ま
で

問
一
般
社
団
法
人
鳥
取
市
観
光
コ
ン
ベ
ン

シ
ョ
ン
協
会
（
〒
６
８
０-

０
８
３
３　

鳥

取
市
末
広
温
泉
町
１
６
０
）
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山
陰
海
岸
ジ
オ
パ
ー
ク
保
護
保
全

活
動
支
援

容
山
陰
海
岸
ジ
オ
パ
ー
ク
の
貴
重
な
地
形
・

地
質
、
自
然
環
境
の
保
護
保
全
を
図
る
た
め

の
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
活
動
の
経
費
の
一

部
を
支
援　

▽
活
動
期
間
：
平
成
29
年
２
月

28
日
ま
で　

額
保
護
保
全
活
動
に
要
す
る

消
耗
品
費
な
ど
上
限
は
５
万
円
（
定
額
）　

※
補
助
事
業
の
完
了
後
に
交
付　

募
12
月

31
日
ま
で
（
但
し
、
事
業
着
手
前
）

※
提
出
書
類
、
聞
き
取
り
な
ど
に
よ
り
審
査

し
、
予
算
の
範
囲
内
で
随
時
決
定

問
第
二
庁
舎
鳥
取
砂
丘
・
ジ
オ
パ
ー
ク
推
進
課
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 http://sanin-geo.jp/

（
山
陰
海
岸
ジ

オ
パ
ー
ク
推
進
協
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

一
部
を
助
成　

募
５
月
30
日
（
月
）
～　

数
補
強
設
計
：
10
件　

※
先
着
順

【
耐
震
改
修
】

対
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ

た
木
造
一
戸
建
て
住
宅
で
、
申
込
時
点
で

耐
震
診
断
お
よ
び
耐
震
設
計
が
完
了
し
て

お
り
、
平
成
29
年
２
月
末
ま
で
に
事
業
が

完
了
す
る
も
の
の
一
部
を
助
成　

募
５
月

16
日
（
月
）
～　

数
耐
震
改
修
：
10
件　

※
先
着
順

※
助
成
対
象
と
な
る
に
は
最
終
の
増
築
部
分

が
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
で
あ
る
こ
と
な

ど
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
建
築
指
導

課
ま
で
助
成
の
対
象
と
な
る
か
を
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

※
募
集
期
間
内
に
申
込
書
を
建
築
指
導
課
ま

で
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
申
込
書
は
建
築
指
導

課
窓
口
で
配
布
す
る
ほ
か
、
本
市
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
て
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

【
危
険
空
き
家
の
除
却
補
助
】

容
良
好
な
景
観
お
よ
び
生
活
環
境
の
創
生

な
ら
び
に
安
全
安
心
な
地
域
づ
く
り
を
目
的

と
し
て
、
本
市
よ
り
倒
壊
な
ど
の
お
そ
れ
が

あ
り
防
災
上
周
囲
に
対
し
て
危
険
性
が
高
い

と
判
断
さ
れ
た
空
き
家
の
除
却
費
用
の
一
部

を
補
助　

対
申
込
書
に
記
載
す
る
要
件
を

す
べ
て
満
た
す
も
の
で
あ
り
、
平
成
29
年
３

月
上
旬
ま
で
に
事
業
が
完
了
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と　

※
申
込
後
、
市
職
員
が
該
当
建
物

の
判
定
調
査
を
行
い
ま
す
。
判
定
結
果
に
よ

り
補
助
対
象
外
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
承
知
く
だ
さ
い
。　

額
上
限
30
万
円

（
補
助
対
象
経
費
の
３
分
の
１
）　

数
10
件

の
審
議　

▽
任
期
：
委
嘱
の
日
か
ら
２
年
間

▽
会
議
の
開
催
：
年
３
回
程
度　

対
市
内

在
住
の
20
歳
以
上
（
平
成
28
年
４
月
１
日
現

在
）
で
、
平
日
開
催
の
会
議
に
出
席
可
能
な

人　

員
３
人　

額
報
酬
：
７
千
円
／
出
席

1
回　

募
６
月
10
日
（
金
）
必
着
で
、「
男

女
共
同
参
画
に
つ
い
て
日
ご
ろ
思
っ
て
い
る

こ
と
」
を
８
０
０
字
程
度
に
ま
と
め
、住
所
、

氏
名
、
年
齢
、
電
話
番
号
を
明
記
の
う
え
、

持
参
・
郵
送
・
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
・
電
子
メ
ー

ル
い
ず
れ
か
で
問
い
合
わ
せ
先
ま
で　

※
応

募
者
の
中
か
ら
、
選
考
の
う
え
決
定

３
月　

対
市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
の
18

歳
以
上
で
、
平
日
開
催
の
編
集
会
議
に
出
席

で
き
る
人　

員
若
干
名　

額
報
酬
：
５
千

円
程
度
／
１
回
発
行　

募
５
月
27
日
（
金
）

ま
で
に
「
男
女
共
同
参
画
に
つ
い
て
日
頃
思

っ
て
い
る
こ
と
」
を
４
０
０
字
程
度
に
ま
と

め
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
電
話
番
号
を
明

記
の
う
え
、
持
参
・
郵
送
・
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
・

電
子
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
で
問
い
合
わ
せ
先

ま
で　

※
書
類
選
考
の
う
え
決
定

【
鳥
取
市
男
女
共
同
参
画
審
議
会
委
員
】

容
鳥
取
市
男
女
共
同
参
画
計
画
お
よ
び
男

女
共
同
参
画
に
関
す
る
施
策
な
ど
に
つ
い
て

男
女
共
同
参
画
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
本
庁
舎
男
女
共
同
参
画
課
（
〒
６
８
０-

８
５
７
１ 

尚
徳
町
１
１
６
）
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 danjyo@
city.tottori.lg.jp

【
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
機
関
紙
編
集
委
員
】

容
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
事
業
の
紹
介

や
男
女
共
同
参
画
啓
発
に
関
す
る
情
報
な
ど

を
掲
載
す
る
機
関
紙
「
輝き

な
ん
せ
鳥
取
」
の

編
集
・
取
材
・
執
筆
な
ど
の
作
業
（
年
２
回

発
行
）
▽
任
期
：
平
28
年
７
月
～
平
成
30
年

「
公
共
施
設
の
あ
り
方
」検
討
グ
ル
ー
プ

容
『
新
し
い
公
共
施
設
経
営
』
に
向
け
て
、

地
域
の
実
態
に
合
っ
た
〝
公
共
施
設
の
あ
り

方
〟
を
自
発
的
に
検
討
・
提
案
し
て
い
た
だ

け
る
グ
ル
ー
プ
の
活
動
を
支
援　

募
５
月

16
日
（
月
）
～
随
時　

※
詳
し
く
は
、
各
地

区
公
民
館
に
備
付
け
の
資
料
ま
た
は
本
市
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
駅
南
庁
舎
財
産
経
営
課
（
〒
６
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０-

０
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富
安
二
丁
目
１
３
８-

４
）
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 zaisankanri@
city.tottori.lg.jp

建
築
指
導
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
本
庁
舎
建
築
指
導
課
（
〒
６
８
０-

８
５

７
１ 

尚
徳
町
１
１
６
）
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【
耐
震
診
断
な
ど
の
助
成
】

対
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ
た

一
戸
建
て
住
宅
、
一
般
建
築
物
の
耐
震
診
断

費
用
の
一
部
を
助
成　

数
住
宅
耐
震
診
断

（
有
料
）：
５
件　

一
般
建
築
物
耐
震
診
断
：

２
件　

※
先
着
順　

募
５
月
30
日
（
月
）
～

※
木
造
住
宅
の
無
料
耐
震
診
断
は
７
月
号
に

掲
載
予
定

【
耐
震
設
計
】

対
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ

た
木
造
一
戸
建
て
住
宅
の
補
強
設
計
費
用
の

募
　
　
集

学生のみなさん、
学生納付特例制度に
ついてお知らせします
〜在学期間中の保険料を社会人になってから

納めることができる制度です〜
　学生のみなさんも 20 歳になると国民年金に加入しなければ
なりません。しかし、学生の人は一般的に所得が少ないため、
本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予
される「学生納付特例制度」があります。学校教育法に規定す
る大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学
校および各種学校（修業年限 1 年以上である課程）に在学して
いる学生のうち、本人の前年所得が下記計算式で計算した金額
以下であれば、学生納付特例制度が利用できます。
【所得の目安】
118万円＋（扶養親族などの数×38万円）＋社会保険料控
除額など
■既に国民年金に加入している学生で学生納付特例制度の利用
を希望する人は、次のような手続きが必要です。

【平成27年度に学生納付特例の承認を受けている人】
　平成 27 年度に学生納付特例を承認され、平成 28 年度も同じ
学校に在学する人は、※『学生納付特例申請書（ハガキ）』に必
要事項を記入し、返送することで学生納付特例の申請ができま
す。この場合、学生証の写しまたは在学証明書の添付は不要です。
※ハガキは 4 月上旬までに日本年金機構が発送済。ただし、手

続きが本年 2 月以降の人は随時発送。
【平成28年度新たに学生納付特例を申請する人、在学する学校
を変更する人、在学予定期間の最終年度が変更になった人】

　学生納付特例申請書の提出が必要です。
申請に必要なもの
〇年金手帳
〇学生証の写しまたは申請する年度に証明された在学証明書
〇認印（本人が署名する場合は不要）
〇会社などを退職して学生になった人は、次の書類のいずれか

が必要です。
　◎雇用保険被保険者離職票（コピー可）
　◎雇用保険受給資格者証（コピー可）
　◎雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（コピー可）
問鳥取年金事務所　  0857-27-8311
 駅南庁舎保険年金課

 0857-20-3484   0857-20-3407

スポーツ安全保険
対象となる事故
◇グループ活動中の事故  ◇往復中の事故
保険期間

4月1日（金）00:00 〜平成29年3月31日（金）24:00
※団体活動を行う４人以上で加入してください。

詳しくはホームページをご確認ください。
問スポーツ安全協会鳥取県支部   0857-26-7802

 http://www.sportsanzen.org

小さな掛金大きな補償


